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【審査項目】　　代表監査委員に対する、権限外の答弁の強要、侮辱発言

１
代表監査委員への権
限外の答弁の強要、
侮辱発言に関する概
要

1-1
決算審査の報告及び
審査意見に対する発
言

・質問と質疑の意味ということから考えれば、気になる点は
ある。

・質問とは、行政全般にわたり執行機関に対して事務の執行
状況及び将来に対する方針等について所信をただし、あるい
は報告、説明を求めるまたは疑問をただすということであ
り、質疑とは、議題となっている事件について賛否または修
正等の態度決定が可能となるよう不明確な点について、提出
者等の説明や意見をただすこと。

・議会の監査委員も企業の監査役とかと一緒だと思う。客観
的に判断する立場だ。

・私見、見込みを尋ねたいとか、代表監査委員にどういう対
処が適当と考えておられるかとか、監査委員さんの権限を超
えて質問をしている。

・山田議員は、コンサルタントのように、どうしたらどうだとか、そ
ういう意見を求めている。

・監査として、職務権限としては、私見を述べる場ではない。

・先ほどの音声の中でも、監査委員さんの私的な意見という
か、求めている部分が確かにあった。

・ちょっと行き過ぎた発言はあったとは思う。

・答弁の強要という部分はあったと思う。

・侮辱的に発言をしている。

・前代表監査委員のことを持ち出した部分と、報酬云々という部
分は、侮辱的な発言をしている。

・今の○○監査委員も大変優れた方だけれども、いろんな監査
委員さんが手を挙げてくれようになることを祈ると言っていて、暗
に辞めてくれと聞こえる。これは侮辱的な発言になる。
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